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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】優れた弾性回復効果と、弾性崩壊のリスク、接
触不良のリスクを軽減するプラグ電気コネクタおよびレ
セプタクル電気コネクタを提供する。
【解決手段】プラグ電気コネクタ１００およびプラグ電
気コネクタ１００にマッチするレセプタクル電気コネク
タ２００である。プラグ電気コネクタ１００は、絶縁本
体１と、絶縁本体１上の複数のプラグ端子と、複数のプ
ラグホールドダウン３と、を含む。レセプタクル電気コ
ネクタ２００は、絶縁座部と、絶縁座部上の複数のレセ
プタクル端子と、複数のレセプタクルホールドダウンと
、を含む。各プラグホールドダウン３は、段付き構造を
有する第１プラグ側板と、第２プラグ側板３２２と、を
含み、絶縁本体１を保護する役割を果たし、レセプタク
ル電気コネクタ２００の接触アーム７２５に好ましい空
間設置を提供し、接触アーム７２５が延伸してより長い
距離の延長アーム７２６と弾性アーム７２７のフォース
アームを形成する。
【選択図】図１５
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　一対の第１側壁と、一対の第１端壁と、を含み、前記一対の第１側壁および前記一対の
第１端壁で第１突き合わせ空間を画成し、各第１端壁の外側面が第１プラグ側面と、第１
プラグ側面の位置とは異なる第２プラグ側面と、を含む絶縁本体と、
　前記一対の第１側壁に設けられた複数のプラグ端子と、
　前記第１端壁の外側面に設けられ、前記第１端壁の頂部を覆う端部頂板まで延伸される
プラグ蓋体と、それぞれ前記端部頂板の両側から曲げられて各前記第１プラグ側面まで延
びる複数の第１プラグ側板と、それぞれ前記端部頂板の両側から曲げられて各前記第２プ
ラグ側面まで延びる複数の第２プラグ側板と、を備える複数のプラグホールドダウンと、
を備える複数のプラグホールドダウンと、
を含む、プラグ電気コネクタ。
【請求項２】
　前記一対の第１側壁の２つの対向する各前記第１プラグ側面間の幅は、前記一対の第１
側壁の２つの対向する各前記第２プラグ側面間の幅より大きい、
請求項１に記載のプラグ電気コネクタ。
【請求項３】
　２つの対向する各前記第１プラグ側板間の幅は、２つの対向する各前記第２プラグ側板
間の幅より大きい、
請求項２に記載のプラグ電気コネクタ。
【請求項４】
　各前記第１端壁の表面は、２つの隣接する前記第１プラグ側板と前記第２プラグ側板と
の間に位置する複数の邪魔部材を含む、
請求項３に記載のプラグ電気コネクタ。
【請求項５】
　前記プラグ蓋体の底端は、各前記第１端壁から延出される複数のピンを含む、
請求項１に記載のプラグ電気コネクタ。
【請求項６】
　一対の第２側壁と、一対の第２端壁と、を含み、前記一対の第２側壁および前記一対の
第２端壁で第２突き合わせ空間を画成し、かつ第２突き合わせ空間の内部に位置するガイ
ドポストを含み、各前記第２側壁の内側面が第１レセプタクル側面と、前記第１レセプタ
クル側面の位置とは異なる第２レセプタクル側面と、を含む絶縁座部と、
　各々前記一対の第２側壁および前記ガイドポストの両側辺に設けられた複数のレセプタ
クル端子と、
　前記第２端壁の外側面に設けられ、前記第２端壁の頂部を覆う端部頂板および前記端部
頂板から内方に曲げられて、前記第２突き合わせ空間に位置すると共に前記第２端壁の内
側面を覆う端部接触片まで延伸されるレセプタクル蓋体と、各前記第２側壁の外側面に設
けられ、各前記第２側壁の頂部を覆う第１側部頂板、第２側部頂板まで延伸され、各前記
第１側部頂板から内方に曲げられて、前記第２突き合わせ空間に位置すると共に各々が各
前記第１レセプタクル側面を覆う側部接触片と、前記第２側部頂板から内方に曲げられて
、前記第２突き合わせ空間に位置すると共に各々が各前記第２レセプタクル側面を覆う複
数の接触アームと、を含む複数のレセプタクル側板と、を備える複数のレセプタクルホー
ルドダウンと、
を含む、レセプタクル電気コネクタ。
【請求項７】
　前記一対の第２側壁の２つの対向する各前記第１レセプタクル側面間の幅は、前記一対
の第２側壁の２つの対向する各前記第２レセプタクル側面間の幅より小さい、
請求項６に記載のレセプタクル電気コネクタ。
【請求項８】
　各前記接触アームは、前記第２突き合わせ空間の内側に延びる延長アームと、前記延長
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アームの末端から曲がる弾性アームと、を含む、
請求項７に記載のレセプタクル電気コネクタ。
【請求項９】
　２つの対向する各前記弾性アーム間の幅は、各前記側部接触片間の幅より小さい、
請求項８に記載のレセプタクル電気コネクタ。
【請求項１０】
　２つの対向する各前記側部接触片間の幅は、２つの対向する各前記第１レセプタクル側
面間の幅より小さい、
請求項６に記載のレセプタクル電気コネクタ。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、電気コネクタに関し、特に、プラグ電気コネクタおよびレセプタクル電気コ
ネクタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　３Ｃ電子製品は、益々小型化と軽薄化設計に伴い、携帯型電子機器の内部において常に
異なる回路基板の間を電気的に接続する必要があり、電子機器の体積が小さいため、内部
スペースが比較的窮屈になることで、回路基板の間を通常基板対基板（Ｂｏａｒｄ　ｔｏ
　Ｂｏａｒｄ、ＢＴＢ）の電気コネクタを利用して互いに電気的に接続させることで、よ
り良好な空間利用率を実現していた。
【０００３】
　基板対基板電気コネクタが電気コネクタの組み合わせであり、電気コネクタの組み合わ
せは、プラグコネクタと、対応するレセプタクルコネクタと、を含み、プラグコネクタ上
に複数のオス端子およびプラグホールドダウンが配置され、レセプタクルコネクタ上に複
数のメス端子およびレセプタクルホールドダウンが配置され、プラグコネクタがレセプタ
クルコネクタに挿入された後、オス端子がメス端子にマッチすることで、２枚のプリント
回路基板間の信号伝送を実現する。一般的なレセプタクルホールドダウンには、弾性アー
ムが延びており、弾性アーム自体が漸縮状設計となっている。すなわち弾性アームとレセ
プタクルホールドダウとの接触部位が狭くなるフォースアーム構造として設計され、接触
面積が小さい。
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００４】
　本考案は、かかる従来の問題点に鑑みてなされたもので、プラグ電気コネクタおよびレ
セプタクル電気コネクタを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するため、本考案に係るプラグ電気コネクタは、絶縁本体と、複数のプ
ラグ端子と、複数のプラグホールドダウンと、を含む。絶縁本体は、一対の第１側壁と、
一対の第１端壁と、を含み、一対の第１側壁および一対の第１端壁で第１突き合わせ空間
を画成し、各第１端壁の外側面が第１プラグ側面と、第１プラグ側面の位置とは異なる第
２プラグ側面と、を含む。複数のプラグ端子は、一対の第１側壁に設けられる。各プラグ
ホールドダウンは、プラグ蓋体と、複数の第１プラグ側板と、複数の第２プラグ側板と、
を含む。プラグ蓋体は、第１端壁の外側面に設けられ、第１端壁の頂部を覆う端部頂板ま
で延伸される。各第１プラグ側板は、端部頂板の両側から曲げられて各第１プラグ側面ま
で延びる。各第２プラグ側板は、端部頂板の両側から曲げられて各第２プラグ側面まで延
びる。
【０００６】
　幾つかの実施例において、一対の第１側壁の２つの対向する各第１プラグ側面間の幅は
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、一対の第１側壁の２つの対向する各第２プラグ側面間の幅より大きい。
【０００７】
　幾つかの実施例において、２つの対向する各第１プラグ側板間の幅は、２つの対向する
各第２プラグ側板間の幅より大きい。
【０００８】
　幾つかの実施例において、各第１端壁の表面は、２つの隣接する第１プラグ側板と第２
プラグ側板との間に位置する複数の邪魔部材を含む。
【０００９】
　幾つかの実施例において、プラグ蓋体の底端は、各第１端壁から延出される複数のピン
を含む。
【００１０】
　本考案は、上記プラグ電気コネクタにマッチするレセプタクル電気コネクタを提供する
。レセプタクル電気コネクタは、絶縁座部と、複数のレセプタクル端子と、複数のレセプ
タクルホールドダウンと、を含む。絶縁座部は、一対の第２側壁と、一対の第２端壁と、
を含み、一対の第２側壁および一対の第２端壁で第２突き合わせ空間を画成し、かつ絶縁
座部が第２突き合わせ空間の内部に位置するガイドポストを含み、各第２側壁の内側面が
第１レセプタクル側面と、第１レセプタクル側面の位置とは異なる第２レセプタクル側面
と、を含む。複数のレセプタクル端子は、各々一対の第２側壁およびガイドポストの両側
辺に設けられる。各レセプタクルホールドダウンは、レセプタクル蓋体と、複数のレセプ
タクル側板と、を含む。レセプタクル蓋体は、第２端壁の外側面に設けられ、第２端壁の
頂部を覆う端部頂板および端部頂板から内方に曲げられて、第２突き合わせ空間に位置す
ると共に第２端壁の内側面を覆う端部接触片まで延伸される。複数のレセプタクル側板は
、各第２側壁の外側面に設けられ、各レセプタクル側板が各第２側壁の頂部を覆う第１側
部頂板、第２側部頂板まで延伸され、各第１側部頂板から内方に曲げられて、第２突き合
わせ空間に位置すると共に各々各第１レセプタクル側面を覆う側部接触片と、第２側部頂
板から内方に曲げられて、第２突き合わせ空間に位置すると共に各々各第２レセプタクル
側面を覆う複数の接触アームと、を含む。
【００１１】
　幾つかの実施例において、一対の第２側壁の２つの対向する各第１レセプタクル側面間
の幅は、一対の第２側壁の２つの対向する各第２レセプタクル側面間の幅より小さい。
【００１２】
　幾つかの実施例において、各接触アームは、第２突き合わせ空間の内側に延びる延長ア
ームと、延長アームの末端から曲がる弾性アームと、を含む。
【００１３】
　幾つかの実施例において、２つの対向する各弾性アーム間の幅は、各側部接触片間の幅
より小さい。
【００１４】
　幾つかの実施例において、２つの対向する各側部接触片間の幅は、２つの対向する各第
１レセプタクル側面間の幅より小さい。
【考案の効果】
【００１５】
　本考案の一実施例によって提案される各プラグホールドダウンは、包み覆う設計を用い
、複数のプラグ蓋体および複数のプラグ側板で絶縁本体の一対の第１側壁と一対の第１端
壁を覆う。またプラグ蓋体、第１プラグ側板、第２プラグ側板により多点接触効果を発揮
させる。２点以上の接触設計により、電流出力の安定性が確保され、超大電流の伝送が満
たされ、素子の発熱が少なく、急速充電等に使用される。
【００１６】
　本考案の一実施例によって提案されるプラグ電気コネクタの各プラグホールドダウンは
、段付き構造を有する第１プラグ側板と、第２プラグ側板と、を含み、絶縁本体を保護す
る役割を果たし、レセプタクル電気コネクタの接触アームに好ましい空間設置を提供し、
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接触アームが延伸してより長い距離の延長アームと弾性アームのフォースアームを形成し
、優れた弾性回復効果を提供し、弾性崩壊のリスク、接触不良のリスクを軽減する。かつ
、レセプタクル電気コネクタの接触アームの延長アームと弾性アームは、同じ幅に設計（
非漸縮状の設計）されており、弾性アームとプラグホールドダウンの接触面積が大きくな
っている。
【００１７】
　本考案の一実施例によって提案される各レセプタクルホールドダウンは、大面積の包み
覆う設計を用い、複数のレセプタクル蓋体および複数のレセプタクル側板で絶縁座部の一
対の第２側壁と一対の第２端壁を覆い、外部衝突力に効果的に抵抗し、挿抜耐久回数を増
やすことができる。また端部接触片、側部接触片、複数の接触アームにより多点接触効果
を発揮させる。２点以上の接触設計により、大電流の安定した伝送および保持力の向上を
満たすことができる。
【００１８】
　本考案の詳細な特徴および利点は、以下の実施形態で詳細に説明し、その内容が当業者
に本考案の技術内容について十分理解してもらうと共にこれをもって実施できる。かつ本
明細書で開示される内容、実用新案登録請求の範囲および図面に基づくと、当業者であれ
ば誰でも簡単に本考案に係わる目的および利点を理解できる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本考案の実施例１に係るプラグ電気コネクタの外観図である。
【図２】本考案の実施例１に係るプラグ電気コネクタの分解図である。
【図３】本考案の実施例１に係るプラグ電気コネクタの正面断面図である。
【図４】本考案の実施例１に係るプラグ電気コネクタの立体断面図である。
【図５】本考案の実施例１に係るプラグ電気コネクタの部分的外観図である。
【図６】本考案の実施例１に係るプラグ電気コネクタの部分的上面図である。
【図７】本考案の実施例１に係るプラグホールドダウンの外観図である。
【図８】本考案の実施例２に係るレセプタクル電気コネクタの外観図である。
【図９】本考案の実施例２に係るレセプタクル電気コネクタの分解図である。
【図１０】本考案の実施例２に係るレセプタクル電気コネクタの正面図である。
【図１１】本考案の実施例２に係るレセプタクル電気コネクタの側面図である。
【図１２】本考案の実施例２に係るレセプタクル電気コネクタの部分的立体断面図である
。
【図１３】本考案の実施例２に係るレセプタクル電気コネクタの部分的側断面図である。
【図１４】本考案の実施例２に係るレセプタクルホールドダウンの外観図である。
【図１５】本考案の実施例３に係るプラグ電気コネクタとレセプタクル電気コネクタの嵌
合時の側断面図である。
【考案を実施するための形態】
【実施例１】
【００２０】
　図１乃至図７を参照すると、本考案の実施例１であり、すなわち、プラグ電気コネクタ
１００の実施例であり、図１は外観図、図２が分解図、図３が正面断面図、図４が立体断
面図、図５が部分的外観図、図６が部分的上面図、図７がプラグホールドダウンの外観図
である。本実施例において、プラグ電気コネクタ１００は、絶縁本体１と、複数のプラグ
端子２と、プラグホールドダウン３（Ｈｏｌｄ　ｄｏｗｎ）と、を含む。
【００２１】
　本実施例において、絶縁本体１は、細長いプラスチック体であり、底壁と、一対の第１
側壁１１と、一対の第１端壁１２と、を含み、一対の第１側壁１１が互いに対向して平行
であり、一対の第１端壁１２も互いに対向して平行であり、特に、一対の第１側壁１１が
長手方向Ｘに沿って底壁に設けられ、一対の第１端壁１２が横向方向Ｙに沿って底壁に設
けられ、かつ一対の第１側壁１１および一対の第１端壁１２で第１突き合わせ空間１３を
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画成し、一対の第１側壁１１および一対の第１端壁１２で長方形構造を画成する。
【００２２】
　本実施例において、各第１端壁１１の外側面が第１プラグ側面１１１と、第１プラグ側
面１１１の位置とは異なる第２プラグ側面１１２と、を含む。
【００２３】
　本実施例において、より詳しくは、一対の第１側壁１１の両端は、第１プラグ側面１１
１と、第２プラグ側面１１２と、を含み、一対の第１側壁１１の２つの対向する各第１プ
ラグ側面１１１間の幅が一対の第１側壁１１の２つの対向する各第２プラグ側面１１２間
の幅より大きく、２つの対向する各第１プラグ側面１１１および各第２プラグ側面１１２
がそれぞれ絶縁本体１の両端に位置し、絶縁本体１一端の側辺にある第１プラグ側面１１
１および第２プラグ側面１１２が互いに隣接し、かつ異なる水平面上にあり、段付き構造
を形成する。
【００２４】
　本実施例において、複数のプラグ端子２は、一対の第１側壁１１に設けられる。
【００２５】
　本実施例において、より詳しくは、複数のプラグ端子２は、絶縁本体１に設けられると
共に対向する２列に配置され、各プラグ端子２が一体化された第１接触部と、第２接触部
と、絶縁本体１外から延びる第１はんだ付け部と、を含み、第１接触部および第２接触部
が曲がって延びることによって並べられ、第１接触部が第１突き合わせ空間１３内に位置
することで第１側壁１１の一面に当接し、第２接触部が第１側壁１１の他面に位置する。
複数のプラグ端子２は、信号を伝送するために用いられ、伝送電流が０．３～０．５Ａの
範囲である。
【００２６】
　本実施例において、各プラグホールドダウン３は、一体化されたプラグ蓋体３１と、複
数の第１プラグ側板３２１と、複数の第２プラグ側板３２２と、を含む。
【００２７】
　本実施例において、プラグ蓋体３１は、第１端壁１２の外側面１２２に設けられ、第１
端壁１２の頂部を覆う端部頂板３１１まで延伸される。より詳しくは、絶縁本体１両端の
第１端壁１２の外側面１２２にプラグ蓋体３１が設けられる。
【００２８】
　本実施例において、各第１プラグ側板３２１は、端部頂板３１１の両側から曲げられて
各第１プラグ側面１１１まで延びる。
【００２９】
　本実施例において、各第２プラグ側板３２２は、端部頂板３１１の両側から曲げられて
各第２プラグ側面１２２まで延びる。
【００３０】
　本実施例において、より詳しくは、各プラグホールドダウン３は、上面視で略U字形を
呈する板であり、２つの対向する各第１プラグ側板３２１間の幅が２つの対向する各第２
プラグ側板３２２間の幅より大きい。２つの対向する各第１プラグ側板３２１および各第
２プラグ側板３２２は、それぞれ絶縁本体１の両端に位置し、絶縁本体１一端の側辺にあ
る第１プラグ側板３２１および第２プラグ側板３２２が互いに隣接し、かつ異なる水平面
上にあり、段付き構造を形成する。
【００３１】
　本実施例において、より詳しくは、各第１端壁１１の表面は２つの隣接する第１プラグ
側板３２１と第２プラグ側板３２２との間に位置する複数の邪魔部材１１４を含み、邪魔
部材１１４が隣接する第１プラグ側板３２１と第２プラグ側板３２２を仕切る。
【００３２】
　本実施例において、より詳しくは、各プラグホールドダウン３は、包み覆う設計を用い
、複数のプラグ蓋体３１、複数の第１プラグ側板３２１および第２プラグ側板３２２で絶
縁本体１の一対の第１側壁１１と一対の第１端壁１２を覆うことで、製品の強度を補強す
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る。プラグ蓋体３１、第１プラグ側板３２１、第２プラグ側板３２２により多点接触効果
を発揮させる。２点以上の接触設計により、電流出力の安定性が確保され、超大電流の伝
送が満たされ、素子の発熱が少なく、急速充電等に使用される。
【００３３】
　本実施例において、より詳しくは、各プラグホールドダウン３は、要件に応じて素材を
交換して大電流（３Ａ～５Ａ、３Ａ～１０Ａ）又は信号源伝送用の素材を選択することが
できる。
【００３４】
　本実施例において，より詳しくは、プラグ蓋体３１の底端は、各第１端壁１１から延出
される複数のピン３４を含み、回路基板にはんだ付けするために用いられる。
【実施例２】
【００３５】
　図８乃至図１４を参照すると、本考案の実施例２であり、すなわち、レセプタクル電気
コネクタ２００の実施例であり、図８は外観図、図９が分解図、図１０が正面図、図１１
が側面図、図１２が部分的立体断面図、図１３が部分的側断面図、図１４がレセプタクル
ホールドダウンの外観図である。本実施例において、レセプタクル電気コネクタ２００は
、絶縁座部５と、複数のレセプタクル端子６と、複数のレセプタクルホールドダウン７と
、を含む。
【００３６】
　本実施例において、絶縁座部５は、細長いプラスチック体であり、底壁と、一対の第２
側壁５１と、一対の第２端壁５２と、を含み、一対の第２側壁５１が長手方向Ｘに沿って
底壁に設けられ、一対の第２端壁５２が横向方向Ｙに沿って底壁に設けられ、一対の第２
側壁５１および一対の第２端壁５２で第２突き合わせ空間５３を画成し、第２突き合わせ
空間５３が長方形空間を形成し、プラグ電気コネクタ１００がレセプタクル電気コネクタ
２００に挿入された時（同時に図４、図１２、図１５を参照）、一対の第１側壁１１が第
２突き合わせ空間５３内に挿着される。
【００３７】
　本実施例において、絶縁座部５は、第２突き合わせ空間５３の内部に位置するガイドポ
スト５４を含み、すなわち、レセプタクル電気コネクタ２００の底壁が第２突き合わせ空
間５３の内部に向けて突出するガイドポスト５４を含む。一対の第２側壁５１の内側面５
１１および対応するガイドポスト５４の両側辺５４１には、前記長手方向Ｘに沿って並べ
られる端子溝が設けられ、複数の端子溝が底壁を貫通すると共に第２突き合わせ空間５３
に連通する。
【００３８】
　本実施例において、各第２側壁５１の内側面は、第１レセプタクル側面５１１と、第１
レセプタクル側面５１１の位置とは異なる第２レセプタクル側面５１２と、を含む。より
詳しくは、絶縁座部５両端の各第２側壁５１の内側面は、対向する第１レセプタクル側面
５１１と、第２レセプタクル側面５１２と、を含む。
【００３９】
　本実施例において、より詳しくは、一対の第２側壁５１の２つの対向する各第１レセプ
タクル側面５１１間の幅は、一対の第２側壁５１の２つの対向する各第２レセプタクル側
面５１２間の幅より小さい。２つの対向する各第１レセプタクル側面５１１および各第２
レセプタクル側面５１２は、それぞれ絶縁座部５の両端に位置し、絶縁座部５一端の側辺
にある第１レセプタクル側面５１１および第２レセプタクル側面５１２が互いに隣接し、
かつ異なる水平面上にあり、段付き構造を形成する。
【００４０】
　本実施例において、複数のレセプタクル端子６は、各々一対の第２側壁５１およびガイ
ドポスト５４の両側辺５４１に設けられる。
【００４１】
　本実施例において、複数のレセプタクル端子６は、絶縁座部５に設けられると共に対向
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する２列に配置され、各レセプタクル端子６が一体化されたメインアームと、一対の弾性
挟持アームと、固定用アームと、絶縁座部５の底部から突き抜ける第２はんだ付け部と、
を含む。また、各レセプタクル端子６は、ブランキングタイプ（Ｂｌａｎｋｉｎｇ　ｔｙ
ｐｅ）の端子である。
【００４２】
　本実施例において、より詳しくは、メインアームは底壁の下方に横方向に設けられ、一
対の弾性挟持アームがメインアームの一側表面から端子溝まで外向きに延びており、一対
の弾性挟持アームがフローティング式構造となり、挿抜時、一対の弾性挟持アームが固定
用アームを支点として揺動する。
【００４３】
　ここで、一対の弾性挟持アームは、相対的に突出する円弧状頭部を備え、両円弧状頭部
が第２突き合わせ空間５３に位置し、円弧状頭部がレセプタクル端子６のコーナー部に合
わせて挿入ガイドを容易にする作用を有し、プラグ電気コネクタ１００をレセプタクル電
気コネクタ２００にスムーズにガイドされてマッチさせることができる。さらに、一対の
弾性挟持アームおよびメインアームは、略Ｕ字形の外観を形成し、両円弧状頭部設計と組
み合わせて、２点接触を提供し、かつダブルアームフローティング（弾性を持つ）の設計
を提供し、優れた防振および緩み抜けの効果を持っている。
【００４４】
　本実施例において、より詳しくは、固定用アームは、メインアームの他側から外向きに
延びており、固定用アーム、一対の弾性挟持アームおよびメインアームが略山字形の外観
を形成する。
【００４５】
　本実施例において、複数のレセプタクルホールドダウン７は、一体化されたレセプタク
ル蓋体７１と、複数のレセプタクル側板７２と、を含む。
【００４６】
　本実施例において、レセプタクル蓋体７１は、第２端壁５２の外側面５２２に設けられ
、レセプタクル蓋体７１が第２端壁５２の頂部を覆う端部頂板７１１および端部頂板７１
１から内方に曲げられて、第２突き合わせ空間５３に位置すると共に第２端壁５２の内側
面５２１を覆う端部接触片７１２まで延伸される。
【００４７】
　本実施例において、複数のレセプタクル側板７２は、各第２側壁５１の外側面５１２に
設けられ、各レセプタクル側板７２が各第２側壁５１の頂部を覆う側部頂板７２１および
第２側部頂板７２２まで延伸される。
【００４８】
　本実施例において、各レセプタクル側板７２は、第１側部頂板７２１から内方に曲げら
れて、第２突き合わせ空間５３に位置すると共に各々各第１レセプタクル側面５１１を覆
う側部接触片７２４と、第２側部頂板７２２から内方に曲げられて、第２突き合わせ空間
５３に位置すると共に各々各第２レセプタクル側面５１２を覆う複数の接触アーム７２５
と、を含む。
【００４９】
　本実施例において，より詳しくは、各接触アーム７２５は第２突き合わせ空間５３の内
側に延びる延長アーム７２６と、延長アーム７２６の末端から曲がる弾性アーム７２７と
、を含み、延長アーム７２６と弾性アーム７２７が同じ幅で設計される。ここで、各接触
アーム７２５および各レセプタクル側板７２は一体であり、各接触アーム７２５がそれぞ
れ各レセプタクル側板７２の第２側部頂板７２２から内方に相対的に延び、延長アーム７
２６および弾性アーム７２７が側面視で略Ｕ字形の外観を呈する。
【００５０】
　本実施例において、より詳しくは、各レセプタクルホールドダウン７は、上面視で略U
字形を呈する板であり、２つの対向する各弾性アーム７２７間の幅が２つの対向する各側
部接触片７２４間の幅より小さい。２つの対向する各側部接触片７２４および各接触アー
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ム７２５は、それぞれ絶縁座部５の両端に位置し、絶縁座部５一端の側辺にある側部接触
片７２４および接触アーム７２５が互いに隣接し、かつ異なる水平面上にある。
【００５１】
　本実施例において、より詳しくは、２つの対向する各側部接触片７２４間の幅は、２つ
の対向する各第１レセプタクル側面５１１間の幅より小さい。
【００５２】
　本実施例において、各レセプタクルホールドダウン７は、大面積の包み覆う設計を用い
、複数のレセプタクル蓋体７１および複数のレセプタクル側板７２で絶縁座部５の一対の
第２側壁５１と一対の第２端壁５２を覆い、外部衝突力に効果的に抵抗し、挿抜耐久回数
を増やすことができる。また端部接触片７１２、側部接触片７２４、複数の接触アーム７
２５により多点接触効果を発揮させる。２点以上の接触設計により、大電流の安定した伝
送および保持力の向上を満たすことができる。
【００５３】
　本実施例において、より詳しくは、レセプタクル蓋体７１の底端に複数の凹部７１６が
凹設される。各凹部７１６の構造面積を増やし、レセプタクル電気コネクタ２００が回路
基板にはんだ付けされる時、はんだ接触固定および多点はんだ付け設計の効果を奏する。
凹部７１６は、過剰なはんだを貯めることができるため、はんだ上がりのリスクを回避し
、製品の故障を効果的に防止でき、複数のはんだ接合部の設計により、製品が基板から容
易に外れず、素子の開回路を防ぐことを確保する。
【実施例３】
【００５４】
　図１５を参照すると、本考案の実施例３であり、すなわち、電気コネクタの組立の実施
例であり、図１５は側断面図で、プラグ電気コネクタとレセプタクル電気コネクタの嵌合
図である。本実施例の電気コネクタの組立は、互いにマッチするプラグ電気コネクタ１０
０（ｐｌｕｇ）と、レセプタクル電気コネクタ２００（ｒｅｃｅｐｔａｃｌｅ）と、を含
み、電気コネクタの組立が基板対基板（Ｂｏａｒｄ　ｔｏ　Ｂｏａｒｄ、ＢＴＢ）の電気
コネクタに属する。
【００５５】
　同時に図２、図９および図１５を参照すると、本実施例において、より詳しくは、プラ
グ電気コネクタ１００の各プラグホールドダウン３は、段付き構造を有する第１プラグ側
板３２１と、第２プラグ側板３２２と、を含み、絶縁本体１を保護する役割を果たし、レ
セプタクル電気コネクタ２００の接触アーム７２５に好ましい空間設置を提供し、接触ア
ーム７２５が延伸してより長い距離の延長アーム７２６と弾性アーム７２７のフォースア
ームを形成し、優れた弾性回復効果を提供し、弾性崩壊のリスク、接触不良のリスクを軽
減する。
【００５６】
　図２、図９および図１５を同時に参照すると、本実施例において、より詳しくは、レセ
プタクル電気コネクタ２００の各レセプタクル側板７２の側部接触片７２４は、容易にプ
ラグ電気コネクタ１００の第１プラグ側板３２１に邪魔や接触することで、プラグ電気コ
ネクタ１００とレセプタクル電気コネクタ２００の接触力を増加し、保持力が向上される
。
【００５７】
　図２、図９および図１５を同時に参照すると、本実施例において、より詳しくは、レセ
プタクル電気コネクタ２００のレセプタクル蓋体７１の端部頂板７１１、第１側部頂板７
２１の高さは、ガイドポスト５４の頂部表面より高く、プラグ電気コネクタ１００とレセ
プタクル電気コネクタ２００の嵌合時に、ガイド作用を提供できる。
【産業上の利用可能性】
【００５８】
　本考案の一実施例によって提案される各プラグホールドダウンは、包み覆う設計を用い
、複数のプラグ蓋体および複数のプラグ側板で絶縁本体の一対の第１側壁と一対の第１端
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壁を覆う。またプラグ蓋体、第１プラグ側板、第２プラグ側板により多点接触効果を発揮
させる。２点以上の接触設計により、電流出力の安定性が確保され、超大電流の伝送が満
たされ、素子の発熱が少なく、急速充電等に使用される。
【００５９】
　本考案の一実施例によって提案されるプラグ電気コネクタの各プラグホールドダウンは
、段付き構造を有する第１プラグ側板と、第２プラグ側板と、を含み、絶縁本体を保護す
る役割を果たし、レセプタクル電気コネクタの接触アームに好ましい空間設置を提供し、
接触アームが延伸してより長い距離の延長アームと弾性アームのフォースアームを形成し
、優れた弾性回復効果を提供し、弾性崩壊のリスク、接触不良のリスクを軽減する。かつ
、レセプタクル電気コネクタの接触アームの延長アームと弾性アームは、同じ幅に設計（
非漸縮状の設計）されており、弾性アームとプラグホールドダウンの接触面積が大きくな
っている。
【００６０】
　本考案の一実施例によって提案される各レセプタクルホールドダウンは、大面積の包み
覆う設計を用い、複数のレセプタクル蓋体および複数のレセプタクル側板で絶縁座部の一
対の第２側壁と一対の第２端壁を覆い、外部衝突力に効果的に抵抗し、挿抜耐久回数を増
やすことができる。また端部接触片、側部接触片、複数の接触アームにより多点接触効果
を発揮させる。２点以上の接触設計により、大電流の安定した伝送および保持力の向上を
満たすことができる。
【００６１】
　本考案の技術的内容は、好ましい実施例で上記通り開示され、そのような実施例により
本考案の保護範囲が限定されるべきものではなく、当業者が本考案の精神から離れること
なく種々の変更及び改変を為し得ることは、本考案の範囲に含めるものであるのが勿論で
ある。よって本考案の保護範囲は、本明細書に添付する実用新案登録請求の範囲で定義し
ているものを基準とする。
【符号の説明】
【００６２】
１００  プラグ電気コネクタ
２００  レセプタクル電気コネクタ
１  絶縁本体
１１    第１端壁
１１１  第１プラグ側面
１１２  第２プラグ側面
１１４  邪魔部材
１２    第１端壁
１２２  外側面
１３    第１突き合わせ空間
２  プラグ端子
３  プラグホールドダウン
３１    プラグ蓋体
３１１  端部頂板
３２１  第１プラグ側板
３２２  第２プラグ側板
３４    ピン
５  絶縁座部
５１    第２側壁
５１１  第１レセプタクル側面
５１２  第２レセプタクル側面
５２    第２端壁
５２１  内側面
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５２２  外側面
５３    第２突き合わせ空間
５４    ガイドポスト
５４１  側辺
６  レセプタクル端子
７  レセプタクルホールドダウン
７１    レセプタクル蓋体
７１１  端部頂板
７１２  端部接触片
７１６  凹部
７２    レセプタクル側板
７２１  第１側部頂板
７２２  第２側部頂板
７２４  側部接触片
７２５  接触アーム
７２６  延長アーム
７２７  弾性アーム
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